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 障害者を取り巻く環境は平成の時代に入り大きく舵をきり始めた。平成元年地域福祉の推進を図

るために「福祉八法改正」、平成 12年「介護保険制度の導入」、平成 15年には福祉基礎構造改革の

流れにより、障害者は保護対象から権利の主体者へと位置づけが大きく変わった。措置から契約へ、

施設と利用者は対等な関係となり「自己選択・自己決定」が主体となった。しかし、わずか 3年で

支援費制度は破綻をし、平成 18 年から「障害者自立支援法」、平成 25 年「障害者総合支援法」が

施行されたことにより、障害福祉サービスの内容が一変した。 

 これまでの授産施設や更生施設での働くことへの支援は、就労移行支援事業、就労継続支援事業

A型・B型の 3体系となった。 

 このように時代の流れにともない、部会名も「入所・通所授産施設部会」から「生産活動・就労

支援部会」と改名された。 

 「障害者自立支援法」には、5つのポイントがあり特に、「障害者がもっと働ける社会に」という

項目があり、障害者の就職を支援する「就労移行支援事業」、福祉的支援を受けながら一人の労働者

として雇用契約に基づく「就労継続支援事業 A型」、障害等は重いけれど働く場を提供し、少しでも

多くの工賃が稼げる支援をする「就労継続支援事業 B型」となった。 

 これらのことを踏まえ、「権利擁護」という視点からとらえてみると、「権利擁護」とい用語は、

さまざまな法令で用いられているが、その定義を定める法律の規定はない。したがって、権利擁護

の内容をどのように考えるかについては、さまざまな解釈が成り立ち得る。もともと権利擁護とい

う概念が脚光を浴びるようになったのは、社会福祉基礎構造改革で福祉サービスの提供方式が「措

置」から「契約」へと転換したことを背景としている。 

 つまり、判断能力が不十分な人は、自分に必要な福祉サービスを受けようと思っても、契約締結

能力が認められなければ、福祉サービス契約を締結できないため、福祉サービス提供方式を転換す

るには、判断能力が不十分な人に対して自己決定権の行使を支える必要がある。それが権利擁護だ

とされたのである。「ささえるアドボカシー」と呼んでいる。 

 もっとも、社会福祉基礎構造改革の前から、権利擁護という概念は使用されていた。例えば、各

地で設置されていた「権利擁護センター」は、社会福祉基礎構造改革の前から活動していた。そこ

における権利擁護とは、障害があることなどに乗じた権利擁護から、権利侵害者と闘って権利を回

復する活動を主として指していた。「たたかうアドボカシー」と呼んでいる。 

 権利擁護には、判断能力が不十分であることから生ずる「ささえるアドボカシー」と「たたかう

アドボカシー」が中核的な概念として存在している。いずれも判断能力が不十分な本人の自己決定

権に基づいて、過不足なく本人を支援する必要性があることを示している。判断能力が不十分な人

の権利を擁護する制度としては、成年後見制度と日常生活自立支援事業がある。したがって、これ



らを狭義の権利擁護制度と呼んでいいだろう。 

 しかし、本人判断が十分であるにもかかわらず、その権利が実現されていないため、権利実現の

ための支援がなければならない場合がある。これを広義の権利擁護制度と呼んでいいだろう。権利

擁護とは、狭義にしても広義にしても、障害者の対等な人格の尊厳を保障することをめざしている

のである。 

 障害者の働く権利をどう保障するのかということを考えるにあたって、まず基本にすえるのは、

障害者権利条約であろう。前文の（t）項では、「障害者の大多数が貧困の状況下で暮らしているこ

と」に言及し、「貧困が障害者に及ぼす悪影響に対処すること」の必要性が指摘されている。働くこ

とと所得保障の関係は重要な視点である。 

 また条文の中に繰り返し出てくる「他の者との平等を基礎として」という視点、そして、第 27

条（労働及び雇用）の「障害者が他の者との平等を基礎として労働についての権利を有することを

認める」という条文を踏まえて考えていくべきであろう。 

 まず、障害者の現状について、「他の者との平等」を踏まえて、2 つの視点で点検してみよう。1

つ目は、所得の問題である。平成 22（2010）年の国民生活基礎調査では、相対的貧困とされる年収

112万円以下は国民の 10％と報告された。一方、平成 24（2012）年に実施された「障害のある人の

地域生活実態調査」では、年収 112 万円の貧困線を下回る障害者は 56.1%であり、障害のない人と

の格差が大きいことがわかる。いわゆる福祉的な支援につながっている人の所得の水準が低いこと

を物語っている。 

 2つ目は、就職問題である。平成 23（2011）年度の「障害者の就業実態把握のための調査報告書」

（厚生労働省）では、障害者の就業率は 44.2%、この就業率には福祉的就労も含まれており、福祉

的就労を除くと 32.4%である。一般の就業率は 56.5%（総務省統計局「労働力調査」2012 年）であ

り、障害のある人の就業率が低いことがわかる。福祉的就労の場から一般企業等への移行率も、国

の計画通りには進んでいない実態もある。 

 「他の者との平等を基礎として」の視点で考えると、障害者の所得が低いこと、就職率が低いこ

とを指摘せざるを得ない。福祉的就労の場が、障害者の働く場としての役割を果たしていることも

明らかである一方、福祉的就労の場での工賃水準が低いことも事実である（国が進めた工賃倍増 5

か年計画・工賃向上計画の対象施設の平均工賃―平成 18（2006）年度は 12,222 円、倍増には程遠

く、平成 24（2012）年度には、14,190円）。 

 工賃水準が低いことが指摘される福祉的就労の場であるが、各地で障害のある人の「働きたい」

という希望を受け止め、事業内容も多岐にわたり、地域のなかで地域に根ざした事業展開をみせて

いる。働くことが社会とつながり、自分が生かされ、成長や発達の機会を得ている人たちがいるこ

とも事実である。しかし、「働く」実態がありながら、「労働者」ではなく、法制度上は障害福祉サ

ービスの「利用者」として位置づけられている現状がある。さらに工賃水準が低いことで家族に依

拠した暮らしから脱却するが困難な場合が多く、成人期の障害者の家族（主に親）同居率が高いこ

とも問題である。 

 「生産活動・就労支援」では、これらの諸課題について真っ向から取り組むとともに、平成 30（2018）



年度には「障害者総合支援法 3年後の見直し報告」を受けて、制度変更や報酬改定が行われること

となっており、中央情勢に目を向けながら、利用者の人達の「安心して地域で生活」できる環境設

計を行っていきたいと考えている。 

 

【参考資料】 

平成 27年度平均工賃 

全国平均工賃 15,033円 山口県平均工賃 16,238円 福祉協会平均工賃 18,225円 

 

平成 27年度平均工賃構成 

 0～5千 

5千以上～1万未

満 

1万以上～1万 5

千未満 

1万 5千以上～2

万未満 

2万以上～2万 5

千未満 

2万 5千以上～3

万円未満 

3万円以上 

全国 12.2% 27.7% 24.5% 16.3% 8.7% 4.7% 5.9% 

山口県 
3.7% 19.3% 27.5% 20.2% 15.6% 7.3% 6.4% 

4か所 21か所 30か所 22か所 17か所 8か所 7か所 

福祉協会 
7% 7% 18.5% 18.5% 33.3% 11.1% 3.7% 

2か所 2か所 5か所 5か所 9か所 3か所 1か所 

（福祉協会就労継続支援 B型事業所数  ２７か所） 

平成 27年度就労移行支援事業による一般就労への移行率、施設割合の推移 

（厚生労働省データより） 

 0% 0%～10% 10%～20% 20%～30% 30%～40％ 40%～50％ ５０％～ 

全国 29.7% 5.0% 13.5% 14.2% 9.3% 6.3% 22.0% 

山口県 36.1% 0.0% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 30.6% 

福祉協会 3.9か所 0か所 0.9か所 0.9か所 0.9か所 0.9か所 3.3か所 

（福祉協会就労移行支援事業所数  １１か所） 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


